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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年４月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和４年６月５日 ０６時１０分ごろ 

発生場所 千葉県南房総市野島
の じ ま

埼西南西方沖 

 野島埼灯台から真方位２４７°４.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°５２.５′ 東経１３９°４８.８′） 

事故の概要  プレジャーボートDELICIOUS
デ リ シ ャ ス

-Ⅰは、南東進中、機関室で火災が発生

した。 

 DELICIOUS-Ⅰは、上部構造物に焼損を生じ、沈没した。 

事故調査の経過  令和４年６月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート DELICIOUS-Ⅰ、５トン未満 

 ２３２－１９０９３千葉、個人所有 

 １０.０７ｍ（Lr）×２.７５ｍ×１.０３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、船内機、１６９.１７kＷ、平成３年７月 

 ４サイクル、回転数毎分２,９００、６気筒、ボア９４mm、使用燃

料軽油、機関製造年月不詳 

 乗組員等に関する情報 船長 ４１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２６年７月１７日 

  免許証交付日 令和２年４月１６日 

         （令和７年４月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 上部構造物に焼損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で、令和４年６月５日０５時００分ごろ野

島埼沖に向けて千葉県鋸南
きょなん

町保田
ほ た

漁港を出港した。 

 船長は、同乗者と共にフライングブリッジに上がって操船に当た

り、野島埼西南西方沖を約１５～１６ノットの対地速力で南東進し、

０６時１０分ごろ、釣り場に到着して主機を中立運転とし、同ブリッ
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ジを降りようと後方へ振り返ったところ、後部甲板右舷側に設けられ

た機関室出入口のハッチ周辺から煙が出ていることに気付いた。（図

１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長は、同乗者と共に後部甲板に降り、右舷側のハッチを開けると

機関室内に煙が充満しており、主機の右舷側に炎が見えたので、次に

左舷側に設けられたハッチを開けたところ、右舷側のハッチ開口部か

ら炎が吹き出した。 

 船長は、右舷側のハッチ開口部からバケツで汲
く

んだ海水を掛けて消

火に当たったが火勢が衰えなかったので、主機を停止したのち同乗者

と共に船首部に避難した。 

船長は、付近で釣りを行っていた船舶が火災に気付いて救助に来て

くれたので、同乗者と共に同船に移乗した後、海上保安庁に本事故の

発生を通報し、同船で千葉県館山市富崎
とみさき

漁港に送られ下船した。 

 本船は、来援した巡視艇による消火作業中、０８時０５分ごろ沈没

した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 同型船の一般配置図 
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（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船の機関室は、船体中央部に主機が、船尾部に燃料タンクがそれ

ぞれ設置されており、左舷側のハッチ下がバッテリの設置区画となっ

ていた。 

 船長は、年に５０回程度本船を利用し、出航前に潤滑油の補充やＶ

ベルトの確認、冷却水温度、電圧等の点検などを行っており、本事故

前には５月上旬に乗船し、船体及び主機共に異常はなかったが、主機

燃料管系統の整備や絶縁抵抗試験等の点検を行っていなかった。 

 本船は、平成２７年３月に船長が友人らと共に中古で購入してお

り、購入以前の整備状況については不明であった。 

 本船は、消火設備として、キャビンに持運び式消火器１本、後部甲

板にバケツ１個を備えていたが、火災探知機及び自動拡散型消火器は

設置されていなかった。 

 船長は、本事故当時、炎を見て気が動転し、持運び式消火器を使用

しなかった。 

 消防署は、本事故について、本船の機関室右舷側を出火箇所と推定

し、次のことから、主機又は電気配線から出火した可能性が考えられ

るが、本船が沈没して物的証拠がないために出火原因を不明とした。 

 本船は、中古船として購入されてから７年以上経過し、購入前の整

備状況について不明であること、また、購入後、機械関係の修理が行

われていないことから、次の(1)又は(2)の可能性が考えられる。 

 (1) 経年劣化及び船の振動により、主機の燃料供給のパイプ及び 

ホースの亀裂又は抜け落ちにより漏油し、又は、燃料噴射ポンプ

取付ナットが緩んでポンプ本体が揺動し、燃料配管に亀裂が生じ

て漏油し、排気管等の高温部に飛散して出火した。 

 (2) 経年劣化により、電気配線の被覆の破れ及び内部の劣化、端子

の緩みにより、ショートしてスパークが発生し、周囲の可燃物に

引火して出火した。 

写真１ 延焼中の本船 

（海上保安庁提供） 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本船は、野島埼西南西方沖を航行中、機関室右舷側から出火したも

のと考えられる。 

 本船は、中古船として購入されてから７年以上経過し、主機燃料管

系統の整備や絶縁抵抗試験等が行われていない中、主機燃料管系統の

漏油又は電気配線の短絡等により出火した可能性があると考えられる

が、本船が沈没しており、出火に至る状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、本船が、野島埼西南西方沖を航行中、機関室右舷側から

出火したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船舶所有者は、主機、電気配線等の点検整備を定期的に実施する

こと。 

 ・船長は、消火器を常に持ち出しやすい場所に保管し、火災発生時

には適切な初期消火を行うこと。 

 ・船舶所有者は、法令により設置が求められていない小型船舶で 

あっても、機関室に火災探知機及び自動拡散型消火器を設置する

ことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（令和４年６月５日 
０６時１０分ごろ発生） 

千葉県 

南房総市 

館山市 

野島埼灯台 

野島埼 

鋸南町 保田漁港 

富崎漁港 

神奈川県 


